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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月16日(2021.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を滅菌器内で滅菌するための滅菌ラップシステ
ムであって、
　滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を支持するよう構成されている支持面と、第１
のシール面とを有するベース；
　前記ベースの前記第１のシール面と、前記滅菌を必要とする物体とを覆うように寸法決
めされたラップ；及び
　前記ラップと前記第１のシール面との間にシール界面を維持するための第１のシール
を含み、
　前記シール界面が、前記ラップと前記第１のシール面との間に連続したシールを形成す
るよう構成されており、
　前記ラップと前記第１のシール面とが、前記滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を
取り囲む容積を画定している、滅菌ラップシステム。
【請求項２】
　クランプをさらに有し、前記ベースの前記第１のシール面が、前記ベースの周りに少な
くとも部分的に円周方向に延びるチャネルであり、前記チャネルが、前記クランプの少な
くとも一部を受け入れるように寸法決めされている、請求項１に記載の滅菌ラップシステ
ム。
【請求項３】
　前記ベースが、前記第１のシール面から離間された第２のシール面をさらに含み、
　前記ラップと前記第２のシール面との間に第２のシール面をさらに含む、請求項１に記
載の滅菌ラップシステム。
【請求項４】
　前記ラップが滅菌器と適合性の第１の材料で形成されたバッグであり、該バッグが、前
記設置位置で前記ベースの前記第１のシール面の上に前記ラップを配置するように拡張す
るため及び前記配備位置で前記ベースの前記第１のシール面に張力を適用するための可撓
性カラーを有する、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
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【請求項５】
　前記ラップが、少なくとも前記支持面を覆うよう構成されている領域を有する第１の材
料の第１の部分と、少なくとも前記ベースの前記第１のシール面を覆うよう構成されてい
る領域を有する第２の材料の第２の部分とを含み、前記第１の材料がフィルタ材料であり
、前記第２の材が可撓性材料である、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項６】
　前記第２の材料が前記シール界面を形成するよう構成されており、前記ラップと前記第
１のシール面との間の前記シール界面を維持するためのクランプをさらに含む、請求項５
に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項７】
　前記ベースが手術室のバックテーブルであり、前記ベースがスカートを含み、該スカー
トが前記クランプの少なくとも一部を受け入れるためのチャネルを有している、請求項２
に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項８】
　前記支持面が前記ベースの第１の部分であり、前記ベースが該ベースから延びるラップ
支持体をさらに備え、該ラップ支持体が、折り畳み可能及び取り外し可能の少なくとも一
方である、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項９】
　前記ベースの前記第１の部分が、滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を保持するト
レイ、若しくは、滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を保持するトレイ、ラック、フ
レーム、又は棚である、請求項８に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項１０】
　前記ラップ支持体が、側壁と、前記ベースの前記支持面から離間された上部棚とを含む
、請求項８に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項１１】
　前記ベースに動作可能に接続されたフレームをさらに含み、該フレームが前部、後部、
上部、及び側部を形成する複数のストラットを有しており、前記前部、前記後部、前記上
部、及び前記側部が中空の中央部分を画成する、請求項８に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項１２】
前記フレームが前記ベースから取り外し可能である、請求項１１に記載の滅菌ラップシス
テム。
【請求項１３】
　前記ベースの前記支持面が傾斜している、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項１４】
　前記支持面、若しくは前記ベースの前記第１のシール面及び第２のシール面のうちの少
なくとも一方が、ドレインを含む、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項１５】
　滅菌のために物体を包装する方法において、
　（ａ）ベースの支持面上に、滅菌される少なくとも１つの物体を配置するステップであ
って、前記ベースが第１のシール面を有している、ステップ；
　（ｂ）前記ベースの前記支持面を取り囲む第１の部分と前記ベースの前記第１のシール
面に面する第２の部分とを有するラップを配備するステップ；及び
　（ｃ）前記ラップの前記第２の部分を前記ベースの前記第１のシール面にクランプして
、配備位置で前記ラップと前記第１のシール面との間にシール界面を形成するステップ
を含む、方法。
【請求項１６】
　（ａ）前記配備されたラップを有する前記ベースを滅菌器に輸送するステップ；
　（ｂ）前記配備されたラップを有する前記ベースを前記滅菌器内に移送するステップ；
　（ｃ）前記滅菌器内で滅菌サイクルを実施するステップ；
　（ｄ）前記滅菌器から前記配備されたラップを有する前記ベースを取り出すステップ；
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　（ｅ）前記配備されたラップを有する前記ベースを使用エリアに輸送するステップ；及
び
　（ｆ）前記配備されたラップを開いて、前記滅菌器で滅菌された前記少なくとも１つの
物体を露出させるステップ
をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ラップを開くステップが、
　（ａ）所定のガイドラインのセットに沿って前記配備されたラップの前記第１の部分を
開き、外面と滅菌された内面とを有するラップセグメントを形成するステップ；
　（ｂ）前記第１のシール面の上に前記ラップセグメントを折り畳み、前記滅菌された内
面を露出するステップ
をさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記配備されたラップを有する前記ベースを前記滅菌器に輸送するステップが、
　（ａ）前記配備されたラップを有する前記ベースを移送カートに載荷するステップであ
って、前記移送カートがロック機構を含む第１の端部と第２の端部とを有する、ステップ
；
　（ｂ）前記配備されたラップを有する前記ベースを前記移送カートに解除可能にロック
するステップ；
　（Ｃ）前記移送カートの第１の端部を前記滅菌器に隣接して位置づけるステップ；
　（Ｄ）前記ロック機構を用いて前記移送カートの第１の端部を前記滅菌器にロックし、
前記配備されたラップを有する前記ベースと前記移送カートとの間の前記ロックを解除し
て、前記配備されたラップを有する前記ベースを前記滅菌器に移送可能にするステップ
をさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　滅菌を必要とする物体の滅菌に使用する使い捨てラップシステムにおいて、
　（ａ）滅菌剤への曝露に耐えるように適合された材料で形成された剛性ベースであって
、（ｉ）滅菌を必要とする物体を支持するよう構成されている部分を有する支持面と（ｉ
ｉ）第１のシール面とを有する、ベース；
　（ｂ）前記支持面を覆うように寸法決めされ、かつ、前記第１のシール面に対応するラ
ップ外周を有する、ラップ；及び
　（ｃ）前記第１のシール面と前記ラップ外周との間の連続シールであって、前記ラップ
と前記ベースとの間に連続シール界面を形成する、連続シール
を含む、システム。
【請求項２０】
　前記支持面がトレイであり、前記ベースが該ベースを移動させるよう構成されている複
数の車輪を有する、請求項１９に記載の使い捨てラップシステム。
【請求項２１】
　前記連続シール界面が、テープを含む、請求項１に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの物体にアクセスするための開位置に移動可能な少なくとも１つの
ラップセグメントを有するラップ部分をさらに含む、請求項１に記載の滅菌ラップシステ
ム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのセグメントが、前記開位置において、前記ラップ部分から少なく
とも部分的に分離する、請求項２２に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項２４】
　前記シール界面を前記ラップと前記第１のシール面との間に維持する一方、前記開位置
における前記ラップ部分が、前記少なくとも１つの物体から垂れ下がる、請求項２２に記
載の滅菌ラップシステム。
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【請求項２５】
　前記少なくとも１つの物体にアクセスするための開位置に移動可能な複数のラップセグ
メントを有するラップ部分をさらに含み、前記複数のラップセグメントのうちの少なくと
も１つは他のラップセグメントとは異なる材料を含む、請求項１に記載の滅菌ラップシス
テム。
【請求項２６】
　前記シール界面を前記ラップと前記第１のシール面との間に維持する一方、前記開位置
おける前記ラップ部分が、前記少なくとも１つの物体から垂れ下がる複数のラップセグメ
ントを含む、請求項２５に記載の滅菌ラップシステム。
【請求項２７】
　滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を滅菌器内で滅菌するための滅菌ラップシステ
ムであって、
　（ａ）滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を支持するよう構成されている支持面と
、第１のシール面とを有するベース；
　（ｂ）前記ベースの前記第１のシール面と、前記滅菌を必要とする物体とを覆うように
寸法決めされたラップ；及び
　（ｃ）前記ベースの前記第１のシール面と前記ラップとの間の連続シール
を含み、
　前記連続シールが、前記ラップと前記ベースとの間に連続シール界面を形成して、前記
滅菌を必要とする少なくとも１つの物体を取り囲む容積を画定している、滅菌ラップシス
テム。
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